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午前９時２６分 委員会開会 

○委員長（村岡 峰男） 皆さん、おはようございま

す。 

 おそろいのようですので、総務委員会を開会した

いと思います。 

 昨日よりもちょっとまた気温が下がったのかな

と思いながら、上着は着てきたんですが、ここには

着てきませんでした。私一人が白々しとるなと思い

ながら座ります。 

 それでは、要領よく審査をお願いしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 なお、本日も小森委員から欠席の連絡がありまし

たので、申し上げておきます。 

 当局からの欠席、遅刻の届出はありません。 

 まず、当局からパソコンの持込みの旨の申出があ

りましたので、これを許可しておりますので、ご了

承願います。 

 本日は、当分科会に分担された議案の審査として、

個別に説明、質疑、討論、表決を行い、その後、意

見・要望のまとめを行う予定としております。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務０４.０９.２１が

本日の委員会のフォルダーです。そこに本日の委員

会の資料を配信しております。 

 委員の皆さん並びに当局の職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえて、簡潔明瞭

に行っていただき、スムーズな議事進行にご協力を

お願いをしておきます。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようにお願い

をしときます。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２８分 分科会開会 

○分科会長（村岡 峰男） 分科会を開会します。 

 これより３番の協議事項、１番、付託・分担案件

の審査について、分科会審査に入ります。 

 まず、第７３号議案、令和４年度豊岡市一般会計

補正予算（第５号）を議題といたします。 

 第７３号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正及び地方

債補正についてであります。 

 当局の説明は、まず、財政課から全体概要を含め

て説明を、次に、人事課から全体の人件費を含めて

説明をいただき、その後、組織順で各担当課から歳

出及び歳入等を一気に説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後で一括して行います。 

 それでは、順次説明を願います。 

 まず、長谷川財政課長、どうぞ。 

○財政課長（長谷川幹人） 議案書の７３ページをご

覧ください。第７３号議案、令和４年度豊岡市一般

会計補正予算（第５号）でございます。 

 本件につきましては、歳入歳出それぞれ１７億２，

２１８万５，０００円を追加しまして、総額を５０

２億４，７３５万５，０００円とするものでござい

ます。 

 第２条で、債務負担行為の追加、第３条で、地方

債の追加及び変更を行っております。 

 この補正第５号、９月補正と言われるものにつき

ましては、執行見込額の精査によりまして過不足が

生じる経費、人事異動に伴う人件費の整理、前年度

決算確定に伴う精算といった内容でございます。 

 また、歳入におきましては、普通交付税の本算定

を受けまして、普通交付税の増額と臨時財政対策債

の減額を行っております。また、財政調整基金の繰

入れの減額を行っているといったことでございま

す。 

 結果としまして、最終の財源調整は繰越金で行っ

ているといったことになっております。 

 全体概要は以上でございます。 

 続きまして、主な財政課所管分の説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳出でして、９３ページをご覧ください。

一番下の枠、上から６行目、下から４行目です。基

金管理費です。市債管理基金積立金８億４，０００

万円につきましては、地方財政法、いわゆる地財法
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の規定によりまして、歳計剰余金処分で令和３年度

の実質収支額１６億６，８４３万８，０００円の２

分の１以上を積み立てるといった８億４，０００万

円でございます。 

 飛びまして、１３７ページをご覧ください。土地

取得費１０１万９，０００円です。内容につきまし

ては、太陽光発電事業特別会計の令和３年度決算確

定によりまして、竹貫の地場ソーラー事業の利益に

よります土地開発基金からの土地の買戻しについ

ての増額といったことになります。（「１１０万９，

０００円」と呼ぶ者あり）あ、すみません、１１０

万９，０００円でございます。訂正いたします。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。 

 ８５ページをご覧ください。一番上、普通交付税

につきましては、５億２，８３５万４，０００円を

増額というふうにしております。これにつきまして

は、交付税の本算定に基づくものでして、見込みと

して、地方財政計画の見込みを当初予算では上げて

たんですけども、それを上回った金額が算定された

といったことになります。 

 ８９ページをご覧ください。２段目の４行目、太

陽光発電事業特別会計繰入金です。この４９０万９，

０００円のうち、財政課所管分は１１０万９，００

０円でして、これは先ほど太陽光特会の決算確定に

よるもので、歳出で説明したものです。この土地取

得費と連動するものでございます。 

 その下の段の１行目、財政調整基金繰入金でござ

います。これにつきましては、５億２，５２８万３，

０００円の減額でして、財源調整により減額をする

といったものでございます。 

 その結果ですが、当初予算では１４億円の繰入れ、

取崩しを予定しておりましたが、これによりまして、

今のところ、約１０億円の繰入額に減少していると

いったことになります。 

 ９１ページをお開きください。上から１段目の前

年度繰越金１３億６，８４３万７，０００円を計上

しております。歳出で説明しました令和３年度の実

質収支額の２分の１であります８億４，０００万円

は市債管理基金に積み立てるということにしてお

ります。その残りの財政調整額として５億２，８４

３万７，０００円を今回計上しているといったこと

になります。 

 なお、今回の補正後の繰越金、一部留保をさせて

いただいております。３億円を留保させていただい

ておりまして、今後の補正の財源であったり、財源

不足によります財政調整基金からの繰入れの減額

に充てていきたいというふうに考えております。 

 続きまして、一番下の段、下から２つ目の臨時財

政対策債１億１，８８０万円の減額です。これにつ

きましては、先ほど説明しました普通交付税の本算

定の確定に伴いまして、上限額が３億４，５２０万

円と決まりましたので、これに伴い減額を行うとい

ったものでございます。 

 財政課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、小川人事課長、

どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） そうしましたら、一般会

計補正予算（第５号）に係る人件費の補正について

ご説明いたします。 

 事前にお配りしております令和４年度人件費９

月補正予算の主な理由（一般会計）、この資料をご

覧ください。基本的に今回の補正でやっております

のが、当初予算編成に間に合わなかったもの、そう

いったものを反映する要素ですとか、４月１日の人

員配置の変化、そういうものを今回の補正で調整す

るという役割のものでございます。 

 それから、それに加えて今回の補正では、市立保

育所、市立の保育、幼児教育施設、そういったとこ

ろに勤務する保育士、幼稚園教諭等と、それから放

課後児童クラブ支援員、そういったところの会計年

度任用職員の処遇改善、これの継続する費用を予算

計上しております。この処遇改善につきましては、

９月分までは予算措置済みでございます。この間は

国の交付金が措置されておりました。その後は財源

措置が未確定であったために、確定後に予算措置を

させていただくということで説明をいたしており

ます。 

 今回、国が示した普通交付税の算定基準、ここに
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処遇改善に係る経費が含められたということが確

認できましたので、今回の補正で計上させていただ

いております。ここ、具体的には書いておりません

が、１０月以降でトータル２，０３２万５，０００

円、これをこの予算額に盛り込んでおります。 

 それでは、費目ごとに説明させていただきます。 

 まず、報酬でございます。マイナス２０６万３，

０００円の減額ということでございます。会計年度

任用職員の入替えですとか増減、それから、ＣＩＲ、

国際交流員でございますけども、そこの人数が少し

減ったというようなところで減額をしております。

それから、先ほど申しました処遇改善による増額が

３５０万１，０００円。 

 それから、給料２，５７７万８，０００円を減額

しております。主なものとしては育児休業者、これ

に係る不用額が９６５万１，０００円、それから、

予算後の退職、これに係るものが生じておりまして、

不用額として１，６９４万７，０００円、それから

会計間異動、初任給の確定等によって２８０万５，

０００円、処遇改善、先ほど申しました処遇改善の

分が３６２万５，０００円ということです。 

 次に、手当５９１万７，０００円の減額をしてお

ります。ここでは、各種手当の人事異動とかそうい

うものがございますので、ここの増額が９０万４，

０００円、それから、管理職手当の減額が２０７万

７，０００円、それから、児童手当の増額１０４万

５，０００円、それから、時間外勤務手当４１万３，

０００円、期末・勤勉手当が６２０万２，０００円

の減額となっております。 

 それから、共済費です。ここでは、４１万２，０

００円の増額をしております。ここで、共済組合負

担金の増加、それから、標準報酬月額の改定、そう

いうところがございまして、増額をしているという

のと、それから、育児休業、退職による不用額が発

生しておりますので、減額をしております。 

 最後に、負担金です。ここで２４６万８，０００

円の減額をしております。退職手当組合の負担金の

減によるものです。内訳は、育児休業の、育児休業

者が出たことで不用額が発生しているということ

で、トータルで、９月補正で人件費を３，５８１万

４，０００円減額をお願いするものでございます。

以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） じゃあ、続いて、畑中防

災課長。 

○防災課長（畑中 聖史） それでは、私からは、１

２５ページをご覧ください。まず、一番下の枠でご

ざいます、災害対策事業費です。防災マップ作成業

務委託料を３５万２，０００円計上しております。

これは、昨年度、２０２１年度に防災マップを更新

しまして、本年５月に全戸配布しておるところでご

ざいますが、以前の防災マップでは、白地図を作成

しておりましたが、今回のマップではちょっと経費

削減というような観点で作成しておりませんでし

た。しかし、災害時の被災箇所の報告やら、各地区

で様々な位置図として活用したいというふうなこ

とで、ぜひ作成してほしいという旨の意見を複数い

ただきましたので、このたび、今の防災マップと同

じ図郭で作成したいということで予算計上させて

いただいております。 

 その一つ上の枠の一番下に、順番逆になりますが、

非常備消防事業費、防災課分がマイナス３８万円と

あります。これは旅費の精算を行っているものでご

ざいます。 

 それから、歳入ですけれども、８７ページをご覧

ください。１つ目の大きい枠の一番下に説明欄、マ

イ避難カード作成支援モデル事業費補助金という

ことで、県からの補助金ですが、ちょっと減額され

ることになりまして、１０万円の減額をしておると

ころでございます。 

 防災課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 太田垣総務課長。 

○総務課長（太田垣健二） ９２ページ、９３ページ

をご覧ください。９３ページ右側のほうでございま

すけども、右側の下から２つ目の欄の一般管理費で

ございます。補正内容は、一般管理費の補助金、地

区集会施設整備費を３５４万６，０００円増額いた

しまして１，２０４万６，０００円とするものでご

ざいます。本補助金は、地区集会施設の整備に対し
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まして支援を行いまして、行政区の核施設とするこ

とを目的として交付するものですけども、８月末時

点におきまして、既に４地区に対しまして補助金の

交付決定をしておりまして、さらに、それ以外の複

数の地区からも改修に係る相談を受けていること

から、足り苦しいということで現計予算額と執行見

込額との差額の補正をお願いするものでございま

す。 

 同じく９３ページでございますけども、右側の一

番下の欄の庁舎管理費でございます。補正内容は、

庁舎管理費の消耗品費を２１９万２，０００円増額

いたしまして、４２４万７，０００円とするもので

ございます。これは、本庁舎内の新型コロナ感染症

対策といたしまして、職員の陽性者等が判明した場

合に実施するフロア内の一斉消毒作業の際や、毎日

定期的に実施しております、カウンターですとか、

飛沫防止パネル等の消毒作業の際に使用いたしま

す消毒剤、それからクロス、あるいは来庁者、職員

が日常的に使用しております手指の消毒剤の消費

スピードがちょっと想定より早くなっておりまし

て、年度中に在庫量がもう底をついてしまうという

見込みになってしまいましたもので、補正をお願い

するものでございます。 

 総務課からは以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、若森ＤＸ・行財

政改革推進課長、どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ９５ペ

ージをご覧ください。下から２つ目、ＤＸ推進事業

費です。ＤＸ人材育成業務委託料５５万円を計上し

ています。この予算は、ＤＸ推進戦略に基づき、全

ての職員がＤＸの基本的な知識を取得するための

研修を行うものです。この議会の総括説明にありま

したとおり、市役所の経営改革と市役所の業務及び

サービス改革の双方において、ＤＸに関する動きが

具体的に見えるようになってきました。この小さな

部分的な変化を大きな全庁的な変化につなげるた

めに、市役所職員全体の底上げのための研修を行い

たいと考えております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、宮﨑税務課長。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 次の９６ページ、９７ペ

ージをご覧ください。９７ページ、一番上の説明欄

です。還付金及び返納金１，２００万円の補正でご

ざいます。昨年度、中間申告において納税されてま

した法人市民税、１企業さんなんですが、今回、確

定申告によりまして、１，１００万円以上の還付の

申告がございました。これに伴いまして、年間想定

しています還付金を超えるだろうということで、急

遽、この額の補正をお願いしたいところでございま

す。 

 続きまして、９８ページ、９９ページをご覧くだ

さい。右側の説明欄、上から２段目の賦課徴収事務

費の補正でございます。２４６万８，０００円でご

ざいます。旧ふれあいセンター、塩津にあります建

物を税務課が動産等差し押さえた場合の倉庫とし

て利用しておりましたが、差押えを動産から預金、

あるいは給与等に移行したことによって倉庫が不

要になってきました。その状態、その塩津の倉庫に

ついて内部協議しまして、別の利用がないかと検討

したんですが、ないということで、売却に向けての

準備の予算でございます。手数料につきましては、

土地の鑑定費用、業務委託料につきましては、用地

の境界を確定する必要がございますので、そのため

の測量費でございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 次は、池内日高振興局地

域振興課長。 

○日高振興局地域振興課長（池内 章彦） ９１ペー

ジをご覧ください。歳入のみになります。中枠の上

から６行目、市有物件配分金及び共済金のうち、４

万４，０００円は日高振興局分になります。強風に

よる日高庁舎倉庫棟の軒天ケイカル板、１枚の破損

被害の修理費に係る共済金収入になります。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 説明は以上ですね。 

 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 どうぞ。 
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○委員（浅田  徹） １点教えてください。 

 ９３ページです。これ、負担金、補助金の交付の

関係で補助金、地区集会施設の３５４万６，０００

円と、４地区というふうなことであります。これの

何か差額というんか、これの足らない部分を補填か

何かということでしょうか。３５４万６，０００円、

僕の聞き違いか分からんですけども、４地区という

ふうなことの中で、これはアッパーといいますか、

一応、地区集会所の新築ということで３００万円の

補助ということがあるわけですけども、今回、補正

でこの、さらに追加で３５４万６，０００円、この

内容について少し、もう少し詳しく説明をしていた

だきたい。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） まず、現計予算が８５０

万円でございまして、既に先ほど申し上げました４

地区の交付決定額が６６４万５，０００円、差し引

きいたしますと、あともう２００万円もないという

状態でございます。その状態におきまして、複数の

地区、３地区から、新築ではございませんが、改修

に関しましてちょっと相談を受けておりまして、た

だ、その地区内の手続の中で、まだ正式に向かうか

どうかっていう決定はちょっと待ってるんですけ

ど、結構具体的な相談がございましたので、これで

申請がなされた場合に、ちょっと予算がないんでち

ょっとこらえてくださいというわけにはまいりま

せんので、今、ご相談をいただいてるところの執行

見込額を加味しまして、現計予算額と執行見込額と

の差額が３５４万６，０００円ということでござい

ます。以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） 例えばその改修、リニューア

ルについても、これは補助金出されてるということ

ですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） リニューアルといいまし

ょうか、補助金の交付要綱で、要は老朽化してきた

ですとか、そういった主要、躯体の部分を長寿命化

じゃございませんけど、そういったことの改修に対

しての補助であったりだとか、当然、古くなって、

これはもう修繕では間に合わない場合の、新築に対

して交付させていただく補助金でありまして、ちょ

っと模様替えしようかみたいなことで交付する補

助金ではございません。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） やっぱり定額、私はもう定額

という、３００万円というんか、当然それ以上のも

のというふうなこと、それちょっと要綱をしっかり

こう今、読み込んでないんですけども。今言われた

ように、老朽化をして、その建て替えにはなかなか

資金力がないから、取りあえず主要な部分だけ補強

といいますか、そういうことに対しては何となくこ

う、見積申請、そういうもんがあれば、それについ

て、その見積りに合わせて補助をしていくというこ

との理解でよろしいんでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） 具体で申し上げますと、

補助率は４分の１でございます。新築の場合は、事

業費が４００万円以上の場合、改修等につきまして

は、事業費が２００万円以上の改修であれば、補助

の対象としますよと、老朽化等の理由によりまして、

建物、主要構造物の改修を含む工事に限るというこ

とにさせていただいております。要するに４分の１、

天が５００万円ということでございます。 

○委員（浅田  徹） はい、了解しました。ありが

とうございます。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） 昨日はぼうっとしとったから、

今日はちょっと頭さえとるで、４点ばかし、軽いほ

うから。 

 まず、税務課長の説明の中で、ちょっと説明漏ら

したんですけども、差し押さえした物件ということ

ですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） はい、そうです。差し押

さえした物件を置く倉庫として使ってました。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 
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○委員（松井 正志） ということは、差し押さえし

た物件というのは財産の区分でいったら何になる

んですかね、要するに、通常、市の土地を売却する

んだったら、普通財産にしてからするんですけども、

差し押さえした物件っていうのは、それ財産分では

ないんですな。（「ふれあいセンターの話ですけど、

今の塩津の」と呼ぶ者あり）あ、ふれあいセンター。 

○分科会長（村岡 峰男） いろいろ言われるんだけ

ど、まとめて言って。あちこちで言わないで。（発

言する者あり） 

○税務課長（宮﨑 雅巳） そうです。あの建物の中

に差押物件を保管していたということです。 

○委員（松井 正志） その土地を売るっていうこと。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） そうです。 

○分科会長（村岡 峰男） 松井委員。 

○委員（松井 正志） ということは市有地というこ

とですね。市有地だったら普通、売却だったら、普

通財産になるんで、普通財産だったら、税務課が処

分するっていったら、理屈からいったら所管がおか

しいんちゃうの。本来は、普通財産だったら財政課

か。税務課がする、処分するっていうのはちょっと

何か不思議だったんで、ちょっと聞いたんです。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○財政課長（長谷川幹人） 以前は、それは普通財産

につきまして、全て財政課のほうで処分、取扱いと

いうことをしてたんですけど、非常に物件数が多く

なってきておりまして、そこの使用していた担当課

のほうで基本的には進めていく。もちろん財政課と

してもいろいろと協力はしながら、担当課のほうで

進めていただくというものを一部ちょっと改正を

しております。以上です。 

○委員（松井 正志） 分かりました。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 次は、ＤＸの関係で、人材育

成ということなんですけども、確かにＤＸって、

我々も十分理解しないところで、何をこうスキルア

ップしたらいいのか、どういう点を注意して研修を、

我々が受けたらいいかって分からないんですけど

も、今回の研修というのはどういう点をターゲット

にして、どういうふうに職員を伸ばしていく方向が

あって研修されるのか、その辺りを、考え方を教え

てください。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ＤＸっ

て、様々な定義があります。多分一番分かりやすい

のは、デジタルがなかった頃のやり方を今のデジタ

ルがあるこの時代のやり方に変えていくっていう

ことだろうと思います。 

 例えばデジタルがなかった頃、意思疎通を図る媒

体っていうのは、声か文字、要は紙ですね、でした。

なので、電話かファクスで連絡をする、ないしは文

書を郵送する。それが今、スマートフォンとかパソ

コンとかで簡単に、むしろより分かりやすくできる

ようになりました。そういった時代、時代というか、

技術の変化による時代の変化を踏まえて、じゃあ、

私たちの仕事はどうしていこうかね、今まで、例え

ば区長さんから紙で要望をもらっとったのが当た

り前でした。それを、じゃあ、次、これからはスマ

ートフォンを使って、写真とそこの位置情報とをセ

ットで送ってもらう、そんなことができるようにな

りました。なので、それを踏まえて、じゃあ、仕事

のやり方ってどう変えていくかね、そんなことをそ

れぞれの職場で、要は具体例を示していって、こん

なことってできますよね、こんなことできますよね、

具体例を示していって、それぞれの職場で考えてい

ただくような研修をしたいと思います。 

 なので、一方的に講師の方がしゃべるような研修

ではなくて、幾つか事例というか、ヒントを出して、

ワークショップみたいな感じで、それぞれの職員が、

自分の仕事だったらこんなことができるかなみた

いなことを考えてもらう、そういった研修をしたい。

そうすることによって、それぞれの職場で考えても

らうきっかけづくり、考えてもらうスキルを身につ

ける研修をしたいというふうに思っております。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 説明聞いて、よく分かりまし

た。いわゆるＩＣＴとかパソコンの技術じゃなくて、

要するにそれを使う業務改善とか、そういうものの
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ことだろうと思います。その研修の中には議会事務

局の職員は入ってますか、ぜひ入れていただきたい

んですけども。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） もちろ

ん議会事務局の職員にも声はかけます。もし必要で

あれば、議員の皆様にも、ワークはしていただくこ

とはないんですけれども、その説明とか事例とかは

お聞きいただいたらいいのかなと今思っていると

ころです。 

○委員（松井 正志） 分かりました。 

 あと２点。 

 処遇改善で、先ほど人事課長が説明されたのが出

たんですけども、今回の補正予算では、保育園の保

育士さんなんかが３，０００万円か４，０００万円

近くの処遇改善をされるんですけども、それ以外に

今回、この人件費のところで、人事課の所管で出て

るのは、いわゆる会計年度任用職員でも、３８時間

４５分でしたっけ、いわゆる常勤に近い方の分とい

う理解でよろしいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 今回の処遇改善につきま

しては、フルタイムの方以外の方も全て対象になっ

ております。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 私お聞きしたいのはね、フル

タイム以外の方もそうなんですけども、人事課長、

今回の資料に出てるのは、いわゆる保育士さんなど

の処遇改善は除くということですよね。保育士さん

の場合は、人件費ではなくて、別の科目かな。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） この９月補正の予算案の

中に、その処遇改善の分の全て盛り込んでおります

ので、そこがトータル１，０００万円ほどの金額に

なっております。 

○委員（松井 正志） 分かりました。私の勘違いか

も分からんね。 

 もう１点。 

○分科会長（村岡 峰男） はい。 

○委員（松井 正志） 今回の処遇改善は、国のほう

の方針ていいますか、指導によってそうなるんです

けども、最低賃金法が今回改正されて、最低賃金法

に基づいた賃金体系の職場がどっかあった、何かあ

ったと思うんですけども、そういうものの改正とい

うんか、改定というのを検討されとるんでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 最低賃金が今度９６０円

に引き上がるということで、そこの１０月以降、変

更になるということなんですけども、その分につい

ては、もうあらかじめ当初の段階で見込んでおりま

すので、今回は予定しておりません。 

○委員（松井 正志） 分かりました。もう最後。 

 一般質問で、村岡委員長が、繰越金の使途につい

て、せっかく繰越金で余裕ができるんだから、それ

を契機にもう少し市民要望に応えるようなことを

したらどうかという質問をされたんですけども、そ

れに少し関係するんですけど、それについて答弁が

あって、考えてはいないんだけども、通常のルール

でやるということだったと思うんですけども、当初

予算っていうのは、当初予算っていうのは一番予算

編成するときに厳しい時期だと思います。それはも

う皆さんも十分承知されとると思うんですけども、

その当初予算のときにやむなく、そう、どうしても

施策として取り入れられないようなものを一度や

っぱり見直す時期っていうのがこの９月時期じゃ

ないかと思っとるんです。従来から、当初予算のと

きはどんどん絞っていって、仕方なしにいろんな新

しい事業をやったり、それから、新しいことをしよ

うと思ってもできないことをずっと繰り返してき

てるんですけども、それをどっかで変えないと駄目

なんで、できたら、例えば３月の当初予算時にでき

なかった事業の中で、これ以降でもやれるようなも

ので、さらには市民の皆さんに関係するようなもの

をピックアップをして、一度見直してもらうような

機会をぜひどっかの段階でつくったらどうかなと

思うんですけども、そういうことについてはいかが

でしょう。 

○分科会長（村岡 峰男） どなたが。 
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 どうぞ、財政課長。 

○財政課長（長谷川幹人） まず、お金が余ってるよ

うに見えるんですが、委員……。 

○委員（松井 正志） その説明はよう知っとるけえ、

それはええ。 

○財政課長（長谷川幹人） 実質単年度収支と言われ

るもんが本当にぎりぎりの状況でして、我々として

は、お金が余ってるという認識は実は全くしてない

んです。 

 ただし、一方、市民要望も非常に強い、声も大き

くなってるということもありますので、もちろんそ

れについてはいろいろお応えするように、担当課、

そして我々のほうも予算づけをしております。 

 現状では、何とか今の中で回していきたいという

ふうには考えておるんですが、以上です。 

○委員（松井 正志） あなたの説明もよく分かりま

すんで、それはそれとして、それをずっと何十年繰

り返してきてるんで、当初予算の時期は非常にその

ように現ナマがあるかないかとは別に、予算上の仕

組みで非常に厳しいんで、その時期よりも、この９

月の時期のほうが十分柔軟に考えられるんで、どう

してもっていうようなものを何か考えるような仕

組みを少し考えて変更していかないと、同じことを

ずっと繰り返すような、あまり面白くないんで、そ

ういう方法ができないかという提案をしとるとい

う理解をしていただきたいです。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ、部長。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） 委員がおっしゃるこ

とはよく分かるんです。ただ、先ほども財政課長の

ほうが申し上げましたように、当初予算で１４億円、

１５億円崩してまして、今、繰越金が確かに出てる

んですけども、それを充てても、まだ１０億円、仮

に３億円保留してても、まだ７億円が財調から崩し

た状態という状況の中で、ほかに今急いでせんなん

ものは、それはもちろんせんなんのですけども、ち

ょっと当初予算でまず財調を崩さずにとか、あと今

回でもう財調が全部戻せたとかいう状況になれば、

それはその段階では今のおっしゃっとる市民要望

にも充てられということは考えられるんですけど、

今の段階ではちょっとなかなか難しいのかなと考

えております。 

○委員（松井 正志） いいです、いいです。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（浅田  徹） よろしいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい。 

○委員（浅田  徹） 関連してです。 

 今の特に不用額といいますか、こういう時期には

補正があるわけですけども、気になるのが、この総

務じゃないんですけども、実質的に例えば総合支所

で特に地元要望等、３００万円アッパーだと思いま

す。いろんな小さい軽微な補修をしたとか、それか

ら、ここでは持ってる、２，０００万円持っていま

すかな、ちょっと側溝直してほしいとか、そういう

ことについて、以前私もお願いしたことあるんです

けども、結構それで不用額で上がってくるケースが

見られます。やはりそれは、今言ったように、当初

予算のときに、例えば１５要望あっても、やっぱり

そういう重要度から、やっぱり１２で足切りで３つ

残ってると。やはりこういう時期に一度精査をさせ

て、なかなかこう発注時期とうまくタイミング云々

がいかないわけですけれど、財政としては、やはり

それはきっちりと、言わば、本当に市民のための予

算ですのでね、言わば、きっちりとした執行という

意味で、不用額で残して黒になって、ああ、よかっ

たじゃなくて、そういうやっぱり大所からの指導を

よろしくお願いしたいなというのが一つあります。

それについてはどうでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） 長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） 委員おっしゃるとおり、

一部不用額が見受けられます。生活排水路であった

り、生活道路、各振興局に配分した分があります。

ただ、我々としても、不用額出すなという指導はし

ているんですけど、どうも地元協議等のどうしても

調整がつかなかったとか、そういう関係が多いって

聞いております。本当の不用額っちゅうのはほとん

どないっていうふうに聞いてますけど、そういった

地元調整にどうしても手間がかかってしまって、流

してしまうというケースが多いと聞いております。 
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 ただ、我々としては、ちゃんと地元のためにそれ

は使い切るという言い方変ですけど、十分に活用し

てほしいという指導は常々行っております。以上で

す。 

○委員（浅田  徹） 確かにそういう理由でありま

す。ところが、それに不測の期間を要して使えなか

ったということは、次はずっと待っておられるんで

ね、それはそれでまた次年度にということもできる

わけなんで、その辺はひとつ指導のほうをよろしく

お願いしたいと思います。 

 それと、もう１点、太陽光の竹貫の関係でちょっ

とお尋ねしたいと思います。よろしいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） これはどうなんでしょう、当

然、買戻しということになるんですけども、これは

もうべたっとした土地改良で残った団地を市が住

宅用地云々という中で、今、太陽光で整備したとこ

ですけども。これ、この買戻しのプランといいます

か、今回、これ補正ということで上がっとるわけで

すけども、内々の土地の云々ですから、価格の考え

方とその買戻しの、言わばスケジュールですね、ど

のぐらいかかって、みんな市の、言わば市有にこう

買い戻すのか、その辺の考え方だけ少し教えてくだ

さい。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○財政課長（長谷川幹人） 委員おっしゃるとおり、

竹貫の土地につきましては、もともと宅地特会で取

得しまして、その計画が頓挫をしたので、土地開発

基金で買戻しをして、エネルギー政策の観点からソ

ーラーをしているということです。 

 予定では、一応２０年間運用する予定でして、た

だ、その２０年以降については、何をするかってい

うスケジュールはまだ何も決まっておりません。以

上です。 

○委員（浅田  徹） そしたら、一応、今回、この

補正での１００万円なりで上がってるわけですけ

ども、これで全ての言わば土地については一応買い

戻したというふうな、いや、じゃなくて、２０年間、

その中でその分をというふうな、補填していく、補

填じゃなくて、支払っていくということになるんで

しょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○財政課長（長谷川幹人） 今のところ、全面積の半

分程度の買戻しになっております。売電収入が若干

年によって上下しますので、予定よりは少し早めの

スケジュールで買戻しができてるのかなというふ

うには考えております。以上です。 

○委員（浅田  徹） ありがとうございます。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（前田 敦司） よろしいですか。説明の中で

保育士の人件費のことです。 

 処遇改善による増額というところがそれぞれあ

る中で、ちょっと気になったところがあって、この

育児休業者など不用分ということで９６５万１，０

００円の減額があると思うんです。保育士の方、僕

も不勉強なんですけど、保育士の方は育休のときに

給料は出ないっていう認識で間違ってなかったで

しょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 育休のときには、保育士

に限らず、給与は出ません。以上です。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。 

 じゃあ、職員の皆さんも、あ、はい、続きがあり

ますか。 

○人事課長（小川 琢郎） 補足しますと、ただ、共

済組合のほうから育児休業手当金という手当は出

ることになります。（「１年かけてな」と呼ぶ者あ

り） 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 理解しました。 

 じゃあ、実質、保育士の方だったり、職員の方だ

ったりは、育休のときに手当は出ているけど、人件

費としては出ていないっていうふうな認識で間違

いなかったですか。（「そのとおりです」と呼ぶ者

あり）ありがとうございます。理解しました。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（前田 敦司） はい、大丈夫です。 

○分科会長（村岡 峰男） ないですか、ほかに。 
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 ないようでしたら、質疑を打ち切ります。いいで

すね、打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。

よって、第７３号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 以上で本日の審査を終了しました。 

 ここで委員の皆さん、当局の職員の皆さんから何

かありましたらご発言願います。 

 何かあれば発言どうぞ。 

 １つだけいいですか、聞いても、私から。 

 総務部長、国葬ね、国葬、何か国のほうから指示

があったり、対応で変化はあるんですか。 

 どうぞ。 

○総務部長（堂垣 真弓） 議会で申し上げたとおり

で、今のところは何の指示もございませんので、お

答えしたとおりの状況でございます。（「案内もな

いということか、案内も」と呼ぶ者あり）はい、案

内ございません。 

○分科会長（村岡 峰男） 今日の新聞だったかな。

養父市長が行くとかね。 

○総務部長（堂垣 真弓） あれは多分ご案内ではな

くて、特区でいろいろとお世話になったからという

ことで。 

○分科会長（村岡 峰男） だろうと思ったりしとっ

たら、養父や朝来は、各支所にも半旗掲げるとかね、

もちろん庁舎も、そういうことが耳に入ってくるも

んだから、豊岡はどうかな、その後、何か指示があ

るのかなと思って。 

○総務部長（堂垣 真弓） 恐らく市長会の役員とか

にはご案内があるんでしょうけれども、全部の市へ

といったら、かなりの数になりますので。今、把握

してる時点では、ご案内はないということです。 

○分科会長（村岡 峰男） 何もないし、何もしてな

いと。 

○総務部長（堂垣 真弓） 今のところはそういうふ

うにお聞きしております。 

○分科会長（村岡 峰男） 今のとこは変化なしとい

うことでいいですね。 

○総務部長（堂垣 真弓） 今のところは、はい。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにないでしょうか。

（「ちょっと休憩せえへんか」と呼ぶ者あり）ああ、

休憩しますか。 

 休憩です。 

午前１０時１２分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１３分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） じゃあ、休憩を解きます。 

 何もほかにないようですので、これで終わりたい

と思いますが、それでは、当局の皆さんはご退席を

いただいて結構です。お疲れさまでした。 

 ここで、分科会を暫時休憩します。再開は１０時

２０分。 

午前１０時１４分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１７分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） それでは、休憩前に引き

続き分科会を再開します。 

 これより協議事項３の意見・要望のまとめについ

て、分科会意見・要望のまとめに入ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査を終了しました。 

 ここで、分科会意見・要望として、予算決算委員

会に報告すべき内容について、協議いただきたいと

思います。 

 まず、それでは、最初に、８３号議案、昨日審議

いただいたあれは、採決もさせてもらったんですが、

一般会計決算認定議案に分科会意見・要望がある場

合の案文ですが、分科会意見・要望について、正副

委員長がまとめた案文をＳｉｄｅＢｏｏｋｓに入

ってますね。（「はい」と呼ぶ者あり）に配信して

おります。まず、この案文について協議したいと思

います。 
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 出たのはジェンダーギャップの関係でしたので、

うまく事務局のほうにまとめてもらってます。 

○事務局主幹（山本 慎二） 前田委員からいただい

た文を事務局でまとめて松井委員にも修正をいた

だいています。 

○委員（太田 智博） 下から３行目の長期的かつ…

…。これ、体系的って読むんですか。 

○分科会長（村岡 峰男） 体系的。 

○委員（太田 智博） こういう言葉って、僕あんま

りよく分からないですけど、あるんですか、こうい

う体系的って。 

○事務局主幹（山本 慎二） 体系的なと発言でもあ

りましたので入れたんですけれども。 

○委員（太田 智博） いや、普通に僕これ朝読んだ

ときに、この体系的っていうとこで、あれっ、うん

って何か違和感がそこのとこあった、違和感がすご

くあったんですけど。 

○委員（松井 正志） 使い方としてはある。 

○委員（太田 智博） ありますか。 

○委員（松井 正志） 要するに、長期的ってのは距

離の問題だし、体系的っていうのは、やり方を個別

じゃなくて全体でやるとか、市役所全体でやるとか、

地域全体でやるとか、そういうふうな広がりを示す

場合に体系的っていう。 

○委員（太田 智博） 長期かつ体系的に推進。 

○分科会長（村岡 峰男） 私は悲しいかな、前文の

評価されとる部分を知らなかった。 

○委員（松井 正志） 前田さんが知っとったですよ

ね。 

○分科会長（村岡 峰男） 前田さんもえらいよく知

ってて、書いてくれて、本当にこんなごっつい……。 

○委員（松井 正志） その評価といっても、事例集

なので、例えば何か選考されて、選考されとんです

けども、審査をされて、例えば比較されてじゃなく

て、いろんなところをピックアップされとるという

ことなので、ただ、それはピックアップされてるっ

ていうのは評価されてですんでね。 

○分科会長（村岡 峰男） ピックアップされとるこ

とも認識なかったもんだから、恥ずかしながら。 

○委員（松井 正志） 宝塚とか、あとどこだっけ、

長野県のほうだったっけ。 

○委員（前田 敦司） ちょっと補足させていただく

と、この前文に関しては、本当に事例としてある分

で、その内閣府とかのとこに紹介されてる文を引用

してます。だから、本当に整った文章としてあるな

っていう、分かりやすいものだなということで、そ

れで、でも、本当に僕自身がまだまだ勉強中ですし、

こういった発言をきっかけに、ああ、そうなんだっ

ていう方が増えていくのがいいのかなと思ってい

るので、もしよければ、ここの上の部分を認めてい

ただいたら。 

○委員（松井 正志） ええと思うで。それで、推進

を、議会についてもバックアップするっていう意味

で、こういうのに取り上げるって意義あると思うん

で、提案をするだけじゃなくて、ええんちゃうのん。 

○分科会長（村岡 峰男） どうですか。今、太田さ

んのほうからの体系的ということも含めて、いいで

すね、それも。ほかの委員さんも。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） 決算についての要望・意

見として、じゃあ、これでいくということでよろし

いでしょうか。 

○委員（太田 智博） これ、掲載されているって、

評価されてるみたいなことじゃないの。 

○委員（前田 敦司） 掲載されている、評価されて

いる。 

○委員（太田 智博） 事例集に載っとるということ

か、事例集に本市は掲載されとるんか。 

○委員（前田 敦司） 評価されて、取組が掲載され

ている。 

○委員（太田 智博） はい、オーケーです。 

○委員（前田 敦司） すみません、僕の本当こう何

か拙い文面をすごくきれいにしていただいてるの

で、すごい分かりやすいなと思いながら。 

○委員（太田 智博） オーケーです。 

○事務局主幹（山本 慎二） そこは優良事例として

っていうのをちょっと入れようかなと思ったんで

すけど、ちょっと明らかに、載ってるということは
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評価されてるというようなことかなということで。 

○委員（松井 正志） まあ、優良まで入れんでもえ

えと思う。 

○分科会長（村岡 峰男） 先ほど、今日審議をいた

だいた補正予算案についての意見・要望はございま

せんか。 

○委員（松井 正志） 本当は、村岡さんの繰越金に

ついて、余裕があるときに何かせえちゅうことでも

検討せって言いたいけど、まあ、よう分かっとるん

でいいです。 

○分科会長（村岡 峰男） ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） 特になければ、じゃあ、

特になしということで。 

では、ただいま協議いただいたとおり、分科会の

意見・要望の案文につきましては、最終的には正副

委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） まあ、この方向でいくよ

うにしたいと思います。 

 次に、分科会長報告についてですが、内容につき

ましては、正副分科会長に一任願いたいと思います

が、これもご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ＳｉｄｅＢｏｏｋｓに案

があったと思いますが、じゃあ、ご異議なしと認め、

そのように決定しました。 

 以上で分科会を閉会します。 

   午前１０時２５分 分科会閉会 

──────────────────── 

   午前１０時２５分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） 委員会を再開します。 

 これより（４）番の閉会中の継続審査申出につい

てに入ります。 

 資料５ページにあります委員会重点調査事項を

閉会中の継続審査事項として、議長に対して申し出

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 これよりその他に入ります。 

 その他、委員の皆さんのほうから何かあればお願

いいたします。 

 それでは、行政視察についてを議題といたします。 

休憩します。 

午前１０時２６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時５４分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、行政視察について

は、本日協議した内容で進めていただきますので、

皆さん体調管理にはくれぐれも気をつけてくださ

い。 

それでは、以上をもちまして、本日の総務委員会

を閉会いたします。大変お疲れさまでした。 

午前１０時５４分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


